
 

         巡視船艇整備事業の新規採択時評価書 
 

                              評価担当者：海上保安庁    

                                                評 価 年 度     ：平成２２年度    
 
１．事業の概要 

①事業内容 外洋対応型巡視船（ＰＬ型）４隻の建造及び就役 

②事業費 ２２１億円 

③配備管区及び主な活

 動海域 

 

 

・第一、第七及び第八管区海上保安本部を予定 

・日本海沖合海域及び特定海域等 

 ※ 特定海域とは、国際航海に使用される宗谷海峡、対馬海峡西・東水道等のいわ

ゆる国際海峡や相対国との間に存する国境海域をいう。 

④必要性、緊急性 

 

 

 

 

 

 

 

 海難救助を始めとした普遍的な海上保安業務における業

務執行体制を確保するとともに、緊迫化する朝鮮半島情勢

を踏まえ、日本海の沖合海域及び外国船舶が通航する海域

のしょう戒体制の強化を図るためには、建造から概ね３０

年以上が経過し、耐用年数を大幅に超過したＰＬ型巡視船

を代替し、堪航性能、連続行動能力、夜間捜索監視能力等

の能力を強化した外洋対応型巡視船（ＰＬ型）を整備する

必要がある。 

⑤整備期間 平成２３～２６年度 

⑥運用開始年度 平成２５、２６年度 

⑦耐用年数 ２５年 
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⑧本事業に関連する事

業 
老朽巡視船の解役 

 
２．効果の分析 

（１）必要性、緊急性 

海上保安庁の巡視船については、平成18年以降、老朽化に伴う代替建造を集中的に

進める緊急整備を行ってきたところ、本年５月の行政事業レビュー公開プロセスにお

ける「整備計画の重点化を推進」との指摘を踏まえ、外洋対応型巡視船（ＰＬ型）の

重点整備を推進する。 

 

① 外洋対応型巡視船（ＰＬ型）の主要任務 

  外洋対応型巡視船（ＰＬ型）は、波高５メートル以上の荒天にも耐え得る堪航性

、動揺安定性、連続行動能力を有しており、海上保安業務の根幹である海難救助を

はじめとして、尖閣諸島警備や東シナ海における海洋権益の保全、国境海域におけ

る領海警備、重要警備対象施設である原発周辺海域の警戒等、海上保安業務全般を

担う海上保安庁の主力船型である。 

 

② 緊迫化する朝鮮半島を巡る情勢への対応 

  近年、北朝鮮による核実験や弾道ミサイルの発射等の一連の行動による北朝鮮の

脅威に加え、本年３月２６日、黄海において韓国哨戒艦「天安（チョナン）」の沈

没事案が発生し、朝鮮半島を巡る情勢が一気に緊迫化したことに伴い、我が国周辺

海域も高い緊張状態となっている。 

  海上保安庁においては、北朝鮮関係船舶の監視や不審船等の早期発見を念頭に北



朝鮮に対する監視レベルを引き上げるとともに、国連安保理決議を踏まえた貨物検

査法の厳格な実施という新たな任務を担うこととなった。 

 

 しかしながら、既存の外洋対応型巡視船（ＰＬ型）のうち１０隻が船齢３０年を超

過した老朽・旧式船で、海難救助をはじめとする普遍的な海上保安業務の対応も困難

となっており、また、緊迫化する朝鮮半島情勢を踏まえれば、貨物検査法の厳格な実

施や対北朝鮮監視レベルの引き上げといった対応も求められていることから、十分な

性能機能を有した外洋対応型巡視船（ＰＬ型）の重点整備が急務となっている。 

 

 

（２）事業の効果 

本事業で外洋対応型巡視船（ＰＬ型）を整備することにより、期待される業務上の

効果は以下のとおり。 
 

① 船型の大型化によって、堪航性能及び動揺安定性が向上し、荒天下での現場進出

、さらには現場海域における長期しょう戒活動、対象船舶等の継続追尾・監視活動

、搭載艇による立入検査、救難捜索活動をより確実に実施することができる。 
 

② 船型の大型化による曳航力の強化、曳航作業時の後部甲板における作業性の向上

により、曳航能力が向上することで、油流出事故等、海難に起因する二次的災害の

防止が期待できるとともに、油防除資機材も装備することで迅速な防除活動が実施

できる。 
 

③ 夜間捜索監視能力の向上により、昼夜を問わない確実な監視活動、不審事象の早

期発見、行方不明者の捜索活動が可能となる。 
 

④ 命中精度の高い高性能武器を搭載することで、停船措置の 終手段として、相手

に危害を加えることなく確実に停船措置をさせることで、厳正かつ的確な法執行活

動が可能となる。  
 

 

（３）主たる効果の抽出 

整備しようとする外洋対応型巡視船（ＰＬ型）は、堪航性能、夜間捜索監視能力、

現場指揮機能及び制圧能力等の能力・機能が強化されており、しょう戒体制及び事案

対応体制の強化を図ることができる。 
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 巡視船艇整備事業の新規採択時評価表（事業の総合評価） 
 

（外洋対応型巡視船（ＰＬ型）の整備） 
 

１ 事業の総合評価 

（１）本事業の対象である外洋対応型巡視船（ＰＬ型）は、波高５メートル以上の荒天

にも耐え得る堪航性、動揺安定性、連続行動能力を有しており、海上保安業務の根

幹である海難救助をはじめとして、尖閣諸島警備や東シナ海における海洋権益の保

全、国境海域における領海警備、重要警備対象施設である原発周辺海域の警戒等、

海上保安業務全般を担う海上保安庁の主力船型である。 

 

（２）既存の外洋対応型巡視船（ＰＬ型）のうち１０隻が船齢３０年を超過した老朽

 ・旧式船で、海難救助をはじめとする普遍的な海上保安業務の対応も困難となって

いる。 

また、緊迫化する朝鮮半島情勢を踏まえれば、貨物検査法の厳格な実施やあらゆ

る事態に適時的確に対応できる万全な体制の確保も求められていることから、十分

な性能機能を有した外洋対応型巡視船（ＰＬ型）の重点整備が急務となっている。

 

（３）本事業で整備しようとする外洋対応型巡視船（ＰＬ型）は、堪航性、動揺安定性、

曳航能力、夜間捜索監視能力、及び制圧能力等の能力・機能が向上されており、し

ょう戒体制及び事案対応体制の強化を図ることができ、海上保安庁が直面する課題

に的確に対応していくためには必要不可欠な事業と評価できる。 

 
 

 
２ 新規事業採択の判断  

 
 採択する。 

 

 


